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1．本稿の課題 
（1）報表制度 
 本稿の意図は、中国の公的企業・事業組織に対し定期的な作成・報告が義務づけられて

きた「会計報表」「統計報表」制度に着目し、計画経済期におけるそれらの形成、移行経済

期における変容のプロセスを明らかにし、情報管理の面からマクロ・ミクロな経済運営に

かかわる制度変化の歴史を再解釈し、「報表制度」のレゾンデートルを論じることにある1。 
 「報表制度」とは、企業、病院・学校などの事業組織、それに行政組織などの公的セク

ターから一定のフォーマットで数字化された情報を財務諸表、統計諸表の形で政府の関係

管理部門（主管部門）、統計部門、財政部門に対して報告する制度である。いうまでもなく、

このほかに人事交流、会議などでの報告やインフォーマルなチャネルを通じた情報の流通

                                              
1 本稿は平成 13 年度科学研究費補助金・基盤研究（Ａ）（2）「日本と中国の経済成長過程

の国民経済計算体系による長期時系列推計と分析」（研究代表者：松田芳郎東京国際大学経

済学部教授）にかかわる研究成果の一部である。 

 1



も当然ながら存在する。しかし定期的かつ定形化された情報のやりとりという意味で、経

済計画を策定する上で、また公的セクターをモニタリングしガバナンスする上で、「報表制

度」は政策当局にとってもっとも基本となる情報管理の手段であった。 
 計画経済期から移行経済期にかけての中国では、公的企業・事業組織、行政組織を対象

とするこのような「報表」制度が、大きく分けて 2 種類存在してきた。 
第 1 は、財務会計にかかわる「会計報表」制度で、財務諸表の定期的な報告制度を内容

とする。この制度は企業活動を対象とする「企業会計報表」制度、財政部門、行政部門お

よび公的事業活動を対象とする「予算会計報表」制度に分かれ、現状では前者は財政部会

計司およびその系統によって制度の設計と管理が行われ、後者は同部予算司およびその系

統によって管轄されている（門,1998,p.3）。後者から明らかなように、「会計報表」制度の

そもそも出発点は財政資金、国有資産、および調達資金の利用・保全にかかわる貸借対照

表であり、さらに企業会計報表についていえば利潤上納・納税にかかわる課税台帳でもあ

る。そして企業・事業組織、行政部門で作成された「会計報表」は財政部門で集約され、

中央・地方の財政予算・決算収支の作成に用いられてきた。 
第 2 は、企業・事業活動にかかわる「統計報表」制度である。国家統計局がフォーマッ

トを作成し、企業・事業組織が帰属する行政ランクの統計部門等に対し自らの活動内容を

定期的に提出する「基本統計報表」制度、および主管部門がフォーマットを作成し、企業・

事業組織が記入し帰属先の主管部門に提出する「専業統計報表」制度に分かれる。マクロ

な経済社会統計の基本となるのは前者であるが、後者の場合は前者では包括されない産

業・事業部門、もしくは前者では捉えきれない特殊な企業・事業活動にかかわる業務統計

の作成・報告を内容とする。つまり「基本統計報表」制度がより全般的な統計把握、計画

管理を主眼とするのに対し、「専業統計報表」制度は産業別・業種別のミクロ・セミマクロ

な統計把握、さらには個別企業・事業の管理を目的とする。そしてこれらの下から上がっ

てきた統計報表の受け渡しは「領報」制度と呼ばれ、具体的には統計部門、企業・事業主

管部門に対し提出される。提出された統計報表は「総合統計報表」としてこれらの部門に

集計され、さらに上級の統計部門、企業・事業主管部門に送付される。 
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会計報表および統計報表はいずれも月報、季報、年報の形で作成・報告が義務づけられ、

対象となる組織の性格、業種および時期により、求められる表、項目、および報告の頻度

は異なる。さらにこのほかに、不定期で課せられる報表、地域によって別途付加される報

表もある。こうして作成された報表は、基本的に郵送もしくは手渡により、また最近では

FAX もしくはインターネットを利用する形（「無紙化」と呼ばれる）で関係部門に提供さ

れる。 
のちに述べるように 2 つの報表制度は 1993 年の会計制度改革を契機に大きく変化する。

これ以降、たとえば中国のすべての工業企業は所属する地域の政府財政部門に対し、「会計

報表」としてつぎの財務諸表を提出することが義務づけられている（財政部「工業企業会

計制度」1992 年 12 月 31 日公布、93 年 7 月 1 日施行）。 
・「資産負債表」（会工 01 表、月報） 
・「損益表」（会工 02 表、月報） 
・財務状況変動表（会工 03 表、年報） 
・「利潤分配表」（会工 02 表附表 1、年報） 
・「主要業務収支明細表」（会工 02 表附表 1、年報） 

これに対し、所属する地域の政府統計部門に提出する「基本統計報表」として、工業企

業に対し以下のもの義務づけられた（国家統計局編 1995『国家統計調査制度 1994』国家

統計局、pp.162－165）。ただしこの場合、会計報表と異なり悉皆調査ではなく、後述のよ

うに零細かつ分散した組織に対しては、センサスを基礎とするサンプル調査の方法が採ら

れている。 
・「企業（単位）基本情況表」（101 表、年報） 
・「工業産品生産、銷售、庫存」（B102-1、年報） 
・「主要工業産品産、銷、存実物量」（B102-2、年報） 
・「財務状況」（103－1 または 2 表、年報） 
・「労働情況」（104、204 表、年季報）、 
・「工業企業原材料消費与庫存」（B105-1、年報） 
・「工業企業能源消費与庫存（乙表）」（B105-1、205-1、年月報） 
・「工業生産、銷售総量及主要産品産量」（Ｂ202-1 表、月報） 
・「主要工業産品（実物量）銷售与庫存」（Ｂ202-3 表、月もしくは季報） 

またこのほか、一定の条件に該当する企業の場合には、以下の統計報表が課せられる。 
・「主要技術経済指標」（B112,年報。重点企業） 
・「主要工業産品生産能力」（B114 表、年報。重点企業） 
・主要専業生産設備（已安装数）」（B115 表、年報。関係企業）、 
・「中型工業企業科技活動情況」（107 表、年報） 
・「固定資産投資統計基層標準表」（H101 表、年報。基本建設・更新改造を実施した企業） 
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・「固定資産投資完成情況一覧表」（H102、201 表。年月報、同） 
・「全部建成投産大中型項目報告制度」（H103 表、年報。大型・中型プロジェクトを完成

させた企業） 
・「工業企業主要経済指標」（Ｂ202-2 表、月報。年生産額 100 万元以上） 
・「重点工業企業能源消費与庫存（甲表）」（B205-2 表、季報） 
・「固定資産投資資金来源情況」（Ｈ202 表、月報） 
・「国家重点項目直接報告制度項目規画標準表」（Ｈ204-1 表、季報） 
・「国家重点項目直接報告制度項目進度標準表」（Ｈ204-2 表、季報） 

さらにこのほか、企業主管部門の下達する「専業統計報表」として、たとえば自動車部

品産業の場合には、業界団体であるところの中国汽車工業協会に対して、以下の図で示す

ような「汽車零部件工業企業経営概況及産、銷、存状況表」（機汽車企 5 表）の作成が義

務づけられている。 
 
図 1 自動車部品産業に課せられる「専業統計報表」 

 
出所：http://www.caam.org.cn/info/2001gaizhuanglingjiantongji.htm 

報表の中身については後に必要に応じて述べるが、一見して明らかなように、これらは

集権的な経済システムのもと、主管部門、統計部門、財政部門、さらに計画部門にとって

は企業・事業や行政組織のミクロ情報を収集・管理するための重要書類であり、他方で企

業や事業組織にとっては自らの業績を考課し、もしくは今後の発展を大きく規定する重要

書類であった。いうならばプリンシパルであるところの行財政組織とエージェントたる企
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業・事業組織、行政組織との間の情報の非対称性を緩和し、課税活動、投融資活動を容易

にすること、さらにミクロ・セミマクロ・マクロのレベルにおける経済バランスの実現に

資すること、つまり計画経済を円滑に運営することこそ、「報表」制度に負わされた基本的

な役割であった。 
ちなみに、中国では会計担当者の職称としては会計員、助理会計師、会計師、高級会計

師という等級があり2、会計員、助理会計員は県級、会計師は地区級、高級会計師は中央各

部または省級の主管部門（財政系統および労働人事系統と考えられる）によってそれぞれ

定員・格付けが管理されている（財政部、国家人事局「会計幹部技術職称暫行規定」1981
年 3 月）。これに対し統計担当者については「統計専業職務制度」が適用され、同様に統

計員、助理統計師、統計師、総統計師という等級が適用されている（鄭,1995,pｐ.1109-1110）。
ただし工場の会計担当者が「財務会計の業務のみならず統計の業務も行っているケースが

あり、この場合には兼職の統計員」ということになる（王琦主,2000,p.923）。つまり報表

を受け取る側はそれぞれ別の組織であるが、作成する側の末端組織においては、往々にし

て会計業務と統計業務は未分離である。報表の数は少なくなく、規模が小さい組織にとっ

てこれら定期的に作成することは、一見して面倒な、手間のかかる仕事である。かつそれ

ぞれの報表は管轄する政府機関が異なり、またそれぞれの制度の目的は重複しつつ異なっ

ている。要求される内容も時期によって変化することから、報表制度の統一や相互間の調

整は、つねにやっかいな問題であった。 
 
（2）既往の研究 

「会計報表」制度および「統計報表」制度は、中国の当事者にとっては日常的な存在で

あるのみならず、財務会計もしくは経済統計の専門家にとっても周知の制度である。 
まず 50 年代には『企業会計』『工業会計』といった専門雑誌が定期刊行され、また社会

科学的な情報が希薄であった時期にも、財務会計の実用書は出版され続けた。西村明,1989,
『中国企業会計の構造と分析』（九州大学出版会）は、これらの検討を通じて会計簿記制度

の変遷と進化を論じており、会計報表制度およびその基本である簿記制度を理解する上で、

不可欠な先行研究となっている。一方、改革開放期になると情報公開もすすみ、「会計報表」

制度の歴史的な変化を紹介した大部な資料集も出されている（楊紀琬主編,1988,『中国現

代会計手冊』中国財政経済出版社）。謝少敏,1997,『中国の企業会計制度』（創成社）はこ

れらに依拠し、企業会計制度の変遷と改革・開放政策のもとでの構造的変化を論じている。 
一方で「統計報表」制度の場合、50 年代に国家統計局より定期刊行された『統計工作通

訊』によって、その形成過程をうかがうことができる。移行経済期についても、統計史の

通史において概説されているほか（王一夫主編,1986,『新中国統計史稿』中国統計出版社）、

統計関係の政策文書をまとめた国家統計局編『統計工作重要文献選編』（中国統計出版社、

                                              
2 このほかに我が国の公認会計士を意味する「注冊会計師」が 86 年以降設けられている。 
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各年版）などには、近年における関連する各種規定が掲載されている。欧米では Chou-Ming 
Li,1962,The Sta istical System of Communist China, Barkeley and Los Angeles; 
University of California Press が『統計工作通訊』に依拠し、50 年代から 60 年代初頭に

かけての統計システムの形成と変容を紹介している。これをうけて松田芳郎,1987,『中国

経済統計方法論』（アジア経済研究所）は、国際的な視野から移行経済期にかけての統計調

査制度を論じ、報表制度、センサス制度、サンプル調査制度によって補完されるところの

中国的な統計制度の方法的特質を明らかにしている。さらに田島俊雄,1993,「中国の農業

統計」（『山東省武城県農村調査報告』東京大学社会科学研究所調査報告第２６号）では、

農業統計の分野における報表制度の具体的な中身を紹介し、あわせて行政的な縦割り組織

によって分断されるところの中国的な統計制度の構造的特徴を指摘している。 

t

このように、内外において制度の大分類に沿った形で、いわば行政割もしくは学問分野

割で報表制度に関する研究がなされているが、この 2 つの制度の対比を踏まえ、それぞれ

の役割および相互関係の変化を示すような研究は、寡聞にしてなされていない。 
以下本稿では、まず会計報表制度および統計報表制度の形成と行財政を通じたマクロ・

ミクロの経済管理システムの形成をあとづけ、報表制度に依拠する情報の流通・管理と、

それにもとづく各種バランス表の形成を説明し、これを受けて 1957 年の地方分権化以後

の混乱をあとづける（2 節）。ついで市場経済化と企業改革にともなう報表制度の変質を踏

まえ、あらたな段階における会計報表制度と統計報表制度の融合と、それに伴う矛盾の状

況を説明する（3 節）。最後にこれらおよび企業改革の進展という客観情勢の変化も踏まえ、

中国における報表制度とりわけ統計報表制度の行方について、若干の議論を試みる（4 節）。 
 
2．計画経済と報表制度 
（1）報表制度の形成 

2 つの報表制度はいずれも 1950 年代に経済の社会主義改造、計画経済制度の深化とと

もに制度化され、まず当時の国営企業、公的事業ついで公私合営企業、都市・農村の集団

経営組織という形で徐々に適用する範囲を拡大していった。いうまでもなく強蓄積・重工

業優先のソ連型計画経済モデルを導入するには、まずもって政府部門に資金を集中するこ

と、市場メカニズムに代わる資源配分のシステムを構築することが必要になる。そのため

には企業・事業活動にかかわる物的、人的な投入産出関係、資金循環についての情報を政

策当局とりわけ企業・事業主管部門、財政当局等、さらに計画部門に集約し、指令性計画

を通じマクロ・ミクロな経済バランスをはかる必要があった。 
 人民共和国期における統計制度の形成は、1949 年 10 月の段階で中央人民政府政務院財

政経済委員会（中財委と略称）内に統計処が設けられたのを端緒とし、当初はソ連専門家

（イエノフ）によって指導された（張,1992,p.1）。一方、会計制度については同年 12 月の

段階で財政部に会計制度処が設けられ、会計簿記制度の策定、統一と管理を担当したこと
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にはじまる（楊、1988,pp.1,2,28）。 
1950 年に入ると政務院は「国家財政経済活動の統一に関する規定」を発し（3 月 3 日）、

財政収入の集中、生産財調達の統一、現金管理の統一を通じた国有セクターに対する集権

的管理を目指すことになった。ついで政務院は 3 月 9 日に「統一的な会計制度の策定に関

する訓令」を公布し、これにもとづき財政部会計制度処のもとに会計制度審議委員会が設

けられ、鉄道部、郵電部、軽工業部、重工業部、紡織工業部、農業部、貿易部、交通部、

燃料工業部、衛生部、人民銀行、中央合作事業管理局、出版総署など 13 部 22 系統の企業

会計制度草案が作成され、傘下公有企業を対象に実施された（楊 ,pp.28,29）。これらの財

務諸表は資産負債表、損益表、現金収支表、原価計算表よりなり、ソ連の会計制度をモデ

ルとしつつも、民国期に導入された欧米の体系の影響も少なからず残されたという

（許,p.16）。 
 これと並行し、中財委は 50 年 4 月より 8 月にかけ、公営、公私合営および工業合作社

の各形態の鉱工業企業を対象とする悉皆調査を実施し、全国の経済状況を把握するととも

に、これを基礎に同年 7 月には公営、公私合営の鉱工業企業を対象とする統計報表制度を

発足させ、雛形として 9 種類の報表を公布した（張,1992,pp.1-2）。 
51 年になると国営企業に対する会計制度の統一が図られ（政務院「国営企業主管部門に

よる統一会計制度の策定および会計制度の改革についてはすべて財政部により統一的に管

轄される」同年 1 月）、民航局、衛生部、出版総署、文化部などの非財経系統に所属する

企 業 の 会 計 制 度 に つ い て も 、 財 政 部 に よ っ て 統 一 的 に 管 理 す る こ と に な っ た

（楊,1988,p.119）。また固定資産評価や資金管理・資金計算の制度も整えられ、52 年 1 月

には政務院財政経済委員会より「国営企業決算報告の作成および送付についての暫行弁法」

が通知され、定期的な会計報表および財務状況説明書よりなる決算報告の作成と、企業主

管部門および同級財政部門に対するこれらの送付義務が規定された。「会計報表」制度の確

立であり、この義務を負う企業は、事業組織等を含め「核算単位」と呼ばれることになる。 
この「暫行弁法」では、当時の公的企業の状況を反映し、大行政区の管轄下にある国営

企業のみが対象とされ、月次報告として資産負債表、損益表、生産費用表、コスト計算表

（製品ごと）、四半期報告として販売利潤計算表、コスト計算表（費目ごと）、主要製品コ

スト分析表、流動資金運用状況分析表、費目分類別総残額表、基本建設資金収支明細表、

大修理資金収支明細表が、さらに年次報告として固定資産増減表、政府資金増減表、国庫

補助金および特殊基金増減表、企業管理費および職場経費明細表、未完基本建設工程明細

表が加わるところの報表体系を規定した（第 13 条）。一方、決算報告の送付ルートとして

は、企業主管部門として大行政区ごとの「主管部門」、もしくはそれ以下の専業管理局・分

公司等の中間的な「主管機構」を想定し、①一般国営企業→「主管機構」→同級財政部門、

②直属国営企業→大行政区主管部門（→同級財政経済委員会）・同級財政部門という流れを

基本とした（第 3、18 条）。 
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みられるように、この段階で報表制度が適用されるところの公的企業は限られており、

さらにその中にもランクがあって主管部門直属の国営企業とその他では扱いが異なる。そ

して①のケースで明らかなように、国営企業と財政部門の間の情報のやりとりは「主管機

構」を通じた間接的なものであり、逆にいえば企業にとって対「主管機構」との関係の方

が直接的したがって第一義的に重要であったことになる。 
この「試行弁法」を受け、財政部は 1952 年 6 月に国営工業企業を対象とする新たな勘

定科目および会計報表の体系を以下のように通達し、これを雛形として国営の建設企業・

事業、農業企業、流通組織を対象とする勘定・会計報表の体系を順次制定し、54 年より適

用した（謝、1997,pp.31-34） 

 

中央政府の改組、拡充を受け、1955 年になるとかかる決算報告制度はより整備されるこ

とになる（国務院「国営企業決算報告編報弁法」1955 年 1 月）。まず主管部門は国務院各

部局となり、①一般国営企業→主管機構（→主管部門・財政部）・取引銀行（中国人民銀行

もしくは中国建設銀行）・省級統計部門、②中央政府直属国営企業→主管部門・財政部・国

家統計局・取引銀行（中国人民銀行もしくは中国建設銀行）・所在する省級統計部門という

流れが基本となるとともに、①のうち「省（直轄市）財政機関の監督のもとに国庫に上納

する企業は省（直轄市）の財政機関にも一部送る」としている（第 19 条）。つまり大行政

区ごとに管轄されていた国営企業は中央政府各部局直属国営企業と省級国営企業に分化し、

より重層的な管理を受けることになった。その場合、国営企業の対行政・金融機関などと

の報表の受け渡しは、より直接的なものとなった。つまり企業の作成する会計報表は、企

業主管部門のほか、これに対応する財政部門、統計部門、金融機関には送付されたが、対

応する計画部門との間には直接的なやりとりはなされなかった。 
1955 年の改革は、行財政体制の整備に対応した制度改革であった。すなわちまず 1951

 8



年には中央、大行政区、省・直轄市の 3 つのレベルに財政権限が置かれ、税源を区分して

財政収入を分担する「統一領導・分級負責」制度のもと、公的企業よりの財政収入は各企

業の帰属のレベルに応じて徴収されることになった（政務院「関於一九五一年度財政収支

系統画分的決定」）。ついで 1952 年 8 月には、中財委より国家統計局が分離し、薛暮橋が

初代局長となり、最初のマクロ経済統計として、10 月には工農業総生産額および労働就業

の調査が取り組まれることになった（中財委「工農業生産総値及労働就業調査方案」）。ま

た 52 年 11 月には国家計画委員会（高崗主席）が新設され、以後、財政経済委員会の系統

に取って代わる形で地方レベルにも計画委員会が設けられた。さらに 1953 年には抗日戦

争・国共内戦期より引き継いだ大行政区制度が改められ、中央政府―省―県の 3 段階で行

財政機能が整備され、県レベルにまで至る「画分収支、分級管理」の税財政管理体制が形

成された（田島,1994,同,2000）。 
会計報表の受け取り手がまずもって企業を直接管理・監督するところの主管機構であっ

たのと同様に、国家統計局の場合も各企業を直接管理監督するところの「専業総管理局、

専業公司および地方政府の各部対応機関」の統計部門の強化を通じ、末端企業に対する報

表制度の徹底および統一をはかった（Li,1962（日本語版） ,p.21-22）。しかし統計部門は

マクロな統計数字の作成をレゾンデートルとし、他方で企業主管部門の場合は傘下企業の

管理こそ基本的な任務であり3、したがって企業にとっては後者との関係は直接の利害関係

に関わるのに対し、前者の場合はそうでない。加えて設立されたばかりの国家統計局およ

びその系統は、いまだ十分な威信を持っていたとはいえず、また末端にいたるまでネット

ワークの形成は、漸次的なものにならざるをえなかった。 
こうした状況を踏まえて導入された統計報表の管理システムは、ソ連で行われていた

「双軌」制と呼ばれるやりかたであった。すなわち国営企業・公営企業には 2 通の統計報

表の作成が義務づけられ、1 通は所属する主管部門、もう 1 通はそれと同級の地方統計機

関に提出され、それらは省統計局に集約されチェックされた後に、総合統計報表として国

家統計局に上げられるというものである（Li,1962（日本語版） ,pp.36,37）。具体的には、

当初は主管部門を通じて統計系統に上げていたが、54 年には作成された統計報表を対応す

る地方政府の計画・統計部門（これらが成立していない場合は地方党委員会）に対しても

直接報告する方式に改められ（国家統計局「関於国営工業企業向専、県統計部門報送統計

資料的規定」54 年 4 月、同「関於各省市（包括直轄市）統計局（処）与国営企業、建設単

位統計工作関係的幾項具体規定」同年 7 月）、統計報表制度における統計局系統のプライ

オリティーが確認された。同時に企業等に割り当てられる各種の専業統計報表に関しても、

                                              
3 たとえば 1954 年 2 月に開催された第三回全国統計工作会議では、統計業務は国家計画

に貢献することを目的とするが、その場合に主たる任務は資料の提供にあるのか検査監督

にあるのかという問題が国家計画委員会副主席によって提起され、前者を第一とし、検査

監督は統計にもとづいて行われるものの、資料の提供こそ統計の第一の任務であることが

確認された（張,1992,p.18）。 
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国家統計局もしくは地方統計局による許認可を必要とすることが確認された。ただし国家

統計局系統が全国統一で下達する定期報表の場合も、対応する統計局系統から直接配布さ

れるのではなく、国営企業を主管する行政部門を通じた配布が原則とされるなど、統計部

門と主管部門の関係は、いまだに微妙であった。ちなみに 1954 年 2 月に開催された第三

回全国統計工作会議では、マスコミや主管部門系統による統計数字の公表に枠をはめるべ

く、統計局系統の同意を条件とするなど、統計情報の公開は規制されることになった

（張,1992,p.18）。 
微妙であるのは主管部門との関係のみならず、対計画系統も同様である。1954 年 2 月

の第 3 回全国統計工作会議を受け、計画部門に対する基本統計の提供は国家統計局の任務

となったが、この段階においても計画部門にとっては、統計局系統から数字が上がってく

るのを待つよりは、各主管部門を経由してデータを得る方がずっと早かったという

（Li,1962（日本語版）,p.53）。 
ただし 1954 年を期して中国の統計制度は、企業管理部門から上げられる業務統計に依

拠するものから、統計系統による統一したフォーマットに依拠する正規の体系に移行した

といえる。そして 1953 年実績を対象とする統計報表（年報）にもとづいて集計された統

計数字は、国家統計局の名で「1953 年の経済発展と国家計画の執行結果にかんする公報」

と題して 54 年 9 月に公表された。 
この時期、国家統計局の上に立つ国家計画委員会も計画業務と統計業務の不接合を是正

すべく、1954 年 8 月に次のように通達している（国家計画委員会「関於計画工作与統計

工作中若干問題的統一規定」）。 
① 各級計画委員会および業務主管機関が計画の策定および計画執行に対するチェック

を円滑に実施できるよう、統計系統は質の高い、また科学的に加工された各種の基

本統計資料を可及的速やかに提供しなければならない。 
② 計画および統計の指標は、比較が可能なように定義、計算方法、分類が一致しなけ

ればならない。 
③ 統計報告、集計報告で用いられる単位は計画で用いられる単位と一致しなければな

らない。 
④ 計画とその執行状況をきちんとチェックする前提として、計画部門は正確な計画数

字を統計部門に提供しなければならない。 
計画委員会系統との統計の接合のみならず、企業主管部門の統計報表、さらには財政系

統で定める会計報表との接合も、すでに大きな問題であった。すなわち 1955 年の第 4 回

全国統計工作会議において薛暮橋国家統計局長は、これらの接合は 1－2 年では済みそう

もないと見通しを述べたが、翌 56 年の全国統計工作会議で採択された「1956－1957 年の

全国統計工作要綱」では、（1）56 年中に財政部および国家統計局で出されている報表制度

に関する規則を統一し、（2）57 年末までに企業および企業主管部門の業務報告の計算方法
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を財政部および国家統計局の方法に統一する、（3）56 年以降、工業、基本建設、商業、交

通の分野で、統計報表、予算決算および会計報表の統一を図る、としている。 
以上から明らかなように、企業から上げられる統計報表は統計部門によるチェックと加

工を経た後に計画部門に上げることが制度的前提になっており、末端レベルの企業と計画

部門の関係は、したがってあくまで間接的である。そして中央・地方レベルの経済計画は、

統計部門を通じておりてくるわけではなく、基本的には計画単列の主管部門を通じて末端

の企業におりてくることになる。 
前後して 1953 年 6 月 30 日を期し、第一回人口センサスが行われ、戸籍制度をはじめと

する各種制度の整備がすすみ（《当代中国》叢書編・部編,1989,pp.484-488）、公有セクタ

ー以外にも計画経済の枠組みは及び始めた。報表制度が適用される範囲は拡大し、また報

表による把握が困難な個別農家の家計を対象とするサンプル調査が 1955 年春に行われ、

さらに 56 年には主要工業都市の公営工業企業雇用者家計を手始めに、都市家計を対象と

するサンプル調査も始まっている4。 
基本的な統計制度ができると、次なる課題はこれらを加工し、経済バランス表を作成す

ることであった。 
 
図 2 報表制度のフローチャート 
 
中央政府 主管部門（機関）→国家統計局→国家計画委員会←財政部←取引銀行総行  

       ↑        ↑      ↑      ↑      ↑  

省級政府 主管部門（機関）→省統計局―→省計画委員会←―省財政庁←取引銀行省分行  

       ↑        ↑      ↑      ↑      ↑  

県級政府 主管部門（機関）→県統計局―→県計画委員会←―県財政局・税務局←取引銀行県支行  

       ↑        ↑             ↑      ↑  

       ↑        ↑            （主管部門・主管機関）  

              └――――――――┴―――末端企業――――――┴――――――┘  

              （統計報表）       （会計報表）  

    
出所：筆者作成。 
 

工農業総生産額に続き、1954 年には各主管部門の業務統計を利用し、生産、分配、再分

配、最終支出にいたる 52 年、53 年の国民所得の試算が始まった。こうして 56 年までに

52 年から 55 年にいたる国民所得表が時系列で推計され、さらにこの基礎の上に総合国民

                                              
4 本稿では報表制度をテーマとしており、センサス調査、サンプル調査については言及す

る余裕はないが、詳しくは（《当代中国》叢書編・部,1989,pp.543-574,484-488 を参照。 
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経済バランス表を策定すべく、56 年 6 月には統計手法の移転を目指し、旧ソ連に国家統計

局の代表団が派遣されている。そして 57 年には「社会的生産物生産、蓄積、消費バラン

ス表」、「国民所得生産、再生産バランス表」、「国民経済部門連関表」が推計され、さらに

58 年上半期にかけ、省級行政区においても同様の推計が試みられており、一部では農産物

バランス表、固定資産バランス表、および労働力バランス表が作成された5。 
50 年代後半に形成された中国の報表制度をモデル化して図示すると、図 2 のようになる。

県級行政組織の整備と同級地方国営企業の発展は、実際には後の段階ということになるが、

今日まで続く報表制度は、行政および計画経済システムの形成と表裏の関係にある。 
 
（2）地方分権化と大躍進政策 
 1958 年以降における統計制度の混乱については、大躍進政策にその原因を求めるのが一

般的である。しかしこの方面の先行研究である Li,1962 の場合、57 年から実施された経済

システム全般の地方分権化こそが、大躍進期における経済実績の水増しと統計システムの

崩壊をもたらした前提条件であるとする（同、第 7 章）。 
 1956 年、第 1 次 5 カ年計画を完遂を前に、毛沢東は各政府部門の活動をレビューする

形で建国以来の経済建設の問題点を総括し、「十大関係を論ずる」と題して集権的な経済運

営、不均等な経済発展戦略に対する修正を提起する6。これを受けて同年 9 月の中共第 8
回党大会では、重工業優先の拠点開発方式を緩和する形で第 2 次 5 カ年計画案が建議され、

ついで 1957 年になると陳雲のヘゲモニーのもと、工業、商業および財政の分権化が打ち

出され（中央経済五人小組「関於在若干工作中画分中央和地方管理権限的問題的意見（草

稿）」1957 年 7 月）、中央企業（国務院各主管部門によって管轄された企業）が大幅に地

方に移管されるなど、地方・企業への自主権拡大がはかられた。さらに 58 年になると毛

沢東は「工作方法 60 条（草案）」（1958 年 2 月）を提起し、計画目標の二本立て化（最大

限目標と最低限目標、全国計画と地方計画）を打ち出すとともに、大衆運動によるその完

遂を呼びかけ、これを受けて中共中央は一連の地方工業化措置を講ずる（中共中央「関於

在発展中央工業和発展地方工業同時並挙的方針下有関協作和平衡的幾項規定」、同「関於発

展地方工業問題的意見」いずれも 1958 年 4 月）。 
 前後して 1957 年の冬以降、全国農村において農地基盤整備の大衆運動が組織さるとと

もに、58 年に入ると従来の高級農業合作社と行政組織である郷を統合する形で人民公社が

作られ、「政社合一」にして「工農商学兵」にかかわる経済社会機能を有する組織として編

                                              
5 以下の経済バランス統計に関する説明は、《当代中国》叢書編・部編,1989,第 15 章によ

る。 
6 企業経営に関しては「上級国家機関による企業統治が行き過ぎており、計画管理、財務

管理、幹部管理、生産財管理および福利施設等の負担が多すぎ、他方で企業に対する企業

管理層の権限が小さすぎ、とりわけ生産、調達、販売にかかわる権限がきわめて少なく、

企業および従業員のやる気をそいだ」とされる（《当代中国》的叢書編・部編,1984,p.52）。 
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成された。統計の分野でも大躍進が呼びかけられ、とりわけ経済分野における大躍進のテ

ンポにあわせた進度統計の作成、大衆参加による統計活動が呼びかけられた（「不断革命、

不断前進」『統計工作』1958 年第 19 期社論）。 
 経済の分権化と大躍進政策の結果、中国の経済は大きくバランスを失い、とりわけ農産

物需給の逼迫は深刻となり、都市労働力、工業労働力の強制的な帰農が 60 年代初頭にか

けて取り組まれるなど、中国は急速に調整政策への移行を余儀なくされた。 
 1960 年以降の経済調整政策の下、統計報表についても簡素化の方向が打ち出された（中

共中央「官僚主義に反対する」1960 年 3 月）。国家統計局の方針は、各主管部門が管轄す

る「専業統計報表」を統計系統で管理することにより全体の数を規制しようというもので

あったが、そのためには自らが直接管理する「基本統計報表」をも率先垂範し削減せざる

をえなかった（王一夫,1986,pp.151-158）。ちなみに 1964 年に国務院の各主管部門が国家

統計局に対し承認を申請した統計報表は 3977 件（定期報表 2034、年報 1943）、その他に

臨時の調査票が 621 件あり、これに対して国家統計局がみずから作成し下達した報表は

333 件（定期報表 135，年報 198）であったという（同,p.155）。 
 この時期の統計制度の問題点は、農業・農村統計に集中的に示された。発足したばかり

の農村人民公社に対しても報表制度は適用され、文字通り大衆を動員して統計要員とし、

またデータの収集を行わざるを得ず、マクロなバランス失調の 1 つの大きな要因となった。

結果として報表制度とは別個に、抽出調査の形で農家家計調査と農産物生産量調査を設計

し、取り組みを強化する方針が出され、前者については統計系統から調査員が実査に派遣

され（国家統計局「1962 年農村人民公社社員戸収支調査試行方案」1962 年 3 月）、後者に

ついては国家統計局直属の現業部門として新たに定員枠を設けられ、実施されることにな

った（国家統計局「関於全国農産量調査隊幹部配備的意見」1962 年 11 月）。定員削減を

至上命令とする当時にあっては異例の事態であったが、報表制度によるバイアスをチェッ

クする機能をサンプル調査に求めたことになるが、統計局系統に実査を担当する現業部門

を設けたという意味で、また国民経済に大きな比重を占める農業・農村に対しても統計系

統自身による足がかりができたという意味で、画期的な事態であった。 
 報表制度に対する批判は、産業分類や生産物の数量把握の前提となる「産品目録」や、

不変価格表示のための価格一覧表の作成・利用が企業および統計部門の双方にとって負担

であったことなどにも求められる。国営企業の地方移管は、管轄する地方政府各部門にと

っても、大きな負担であった。さらにいえば、コストをかけて作成しても、集計された結

果表には誤差も多く、したがって実用性にも乏しかった。こうして 1965 年には工業統計

報表制度の大幅な簡素化が打ち出され、他の調査で代替されるもの、現在のデータもしく

は主管部門の数字で代替できるもの、数年に 1 度調査すれば済むものについては年報を削

減するなどの方針が示された（国家統計局「1965 年工業年報和 1966 年工業定期報表改革

説明」1965 年 10 月）。同様な方針は「物資供応統計報表」「商業定期報表」「農村報表」
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についても打ち出された（張,1992,pp.122-124）。 
 既述のように 1954 年以降、国家統計局により統計数字が公表されるようになり、60 年

までは「国民経済計画執行結果」もしくは「国民経済の発展状況についての公報」という

形で、前年経済実績の公表が行われた。さらに第 1 次 5 カ年計画の実績や、共和国 10 周

年を記念する統計集が公刊（国家統計局編 ,1959『偉大的十年』人民出版社）され、地方

レベルでも同様のことが行われたが、「多くのデータが正確ではなく、少なからぬ消極的作

用」があったという（王一夫,1986,p.118）。 
1960 年以降、中国はこうしたマクロな統計数字の公表をやめ、これに 66 年以降の文化

大革命による混乱が加わった。統計数字の公表が再開されるのは、1979 年 6 月のことで

あった（国家統計局「関於 1978 国民経済計画執行結果的公報」1979 年 6 月）。 
 
（3）文革期の混乱 

文化大革命期間中の統計制度については、まとまった記述に乏しい。国家統計局は 1969
年 12 月の段階で多くの職員が湖北省襄樊の「五七幹部学校」に「下放」したため、実質

的に消滅した7。しかし国家計画の主体である国家計画委員会は、国防三線建設の担い手と

して形を変えて存続しており（呉,2002）、後に国家統計局が再建されるにあたり、当初は

同委員会の 1 部局として発足している（国家統計局としての正式の再建は 78 年 3 月）。統

計制度については 70 年初頭の状況として、「全国的な制度は未回復なものの、一部の主管

部門・地域、とりわけ企業・事業組織では統計調査制度が引き続き実施されており」「1969
年の国民経済執行状況は、主要には一部の部門、一部地域の統計数字によって大まかに評

価した」とされる（張,1992,p.127）。そして同年 4 月に当時の周恩来総理が統計工作の必

要性を指示したのを受け、国家計画委員会は報表制度の再建を通知し、以後全国的に各分

野の報表が復活する8。1971 年に始まる第 4 次 5 カ年計画の策定に備えたものであるが、

この時期以降、地方レベルの統計機構も徐々に再建され、企業秩序の回復と相まって、統

計システムはようやく機能を再開する。74 年には国家計画委員会に電算機が導入され、県

レベルの農業・生産統計の組み換え集計が行われるとともに、中国科学院応用数学研究所

との共同のもと、61 品目よりなる 73 年投入産出表が作成され、さらに 5000 企業に及ぶ

大型企業の統計カードが処理されるなど、威力を発揮した（張,1992,p.135）。再建された

統計報表制度は、75 年の段階で農業年報 14（71 年は 8）、工業交通統計年報 20（同 5）、
基本建設投資統計年報 6（同 2）、商業統計年報 7（同 2）、労働工資統計年報 7（同 3）、物

資統計年報 3（同 0）、その他 10 を数えた（張塞,1992,pp.136-137）。また 76 年を目標と

                                              
7 張,1992,p.127。「五七幹部学校」とは 1966 年 5 月 7 日に毛沢東が発した指示にちなみ

70 年前後に全国に設けられた行政幹部・研究者の再教育を担う農場を指す。 
8 正式には 71 年 9 月に 33 の調査票からなる「国民経済基本統計報表制度」が国家計画委

員会から通達され（71 年年報が 23 票、72 年よりの月報・季報が 10 票）、正式に基本統計

報表制度が回復したとされる（張,1992,p.130）。 
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し、統計局と 30 の重点鉄鋼企業、80 の直轄炭坑、および 28 省級行政区との間にオンラ

インネットワークが形成された（同）。 
ちなみに 1976 年 12 月段階で県以上の統計系統の担当職員は全国で約 7000 人

（張,1992,p.139）、県の数は全国で約 2000 県であり、中央、省および地区レベルの組織

も考えるならば、1 県あたりせいぜい 2－3 人という数字になる。そして 76 年の年報から

「物資平衡表」の作成が試行され、それに伴って工業企業基本統計報表の調整が行われた

（同）。さらに 76 年末より、天津、河北、山西を皮切りに、省級行政区においても電算機

による報表の集計が始まった（張,1992,p.139）。 
一方、60 年代から 70 年代にかけての会計報表制度についても、断片的な情報からその

実態を垣間見ることができる。 
まず大躍進期の分権化政策から調整政策に転換したことを受け、1961 年中には 14 種類

の報表よりなる新たな会計制度が打ち出される（国務院「関於試行『国営企業会計核算工

作規程（草案）』的通知」1961 年 11 月）。その特徴は、54 年の枠組みを基本的に維持しつ

つ、会計規則の制定権限を再び財政部に集中するとともに、大躍進期に弛緩した会計秩序

の回復に主眼を置いた点にある（許,1997,p.47）。ただし企業から上げられた会計報表は「各

級の企業管理機関が集計し」、管理機関の首長と同じく財務会計部門の責任者がこれをチェ

ックし、承認するとしており（第 29 条）、企業主管部門が企業の財務を第一義的に管理す

る体制は、基本的に維持されている。ついで 1965 年 7 月には、記帳方法の簡易化を目指

し、新たな企業会計原則が財政部より通達され（財政部「関於印発『企業会計工作改革綱

要（試行草案）』的通知」1965 年 7 月）、これに伴って同年秋には各種会計規則草案が発

表されたが、翌年から始まる文化大革命の影響により、これらは草案にとどまったとされ

る（許,1997,p.50）。 
 1967 年 12 月、中央企業（工業交通、建設、金融流通、文教衛生）に対し派遣されてい

た「財政駐廠員」の制度が廃止されることになった（財政部「関於撤銷財政駐廠員有関問

題的通知」1966 年 12 月）。これは大躍進後の 62 年に、国家財政、企業財務の弛緩に対し

て採られた一種の直接的なモニタリング制度で、財政部門が経験者を各企業に派遣し、経

営の改善と財政規律の回復に資するために設けられたものである。文革期の行政簡素化と

地方・企業分権の趨勢の前に、この制度が維持できなくなり、もしくは実質的に意味をな

さなくなったため廃止にいたったと考えられる。 
 1973 年 12 月、文革下で生じた企業会計規律の低下を前に、財政部は会計報表を簡素化

した国営企業会計規則の試行を通達する（許,1997,p.56）。そこでは勘定科目の制定につい

て、国営工業企業の場合は財政部が担当するが、省級財政部門もしくは中央政府主管部門

は実情に即して簡素化もしくは補充できるとし、その他の国営企業については省級財政部

門もしくは中央政府主管部門が制定するとしている（財政部「関於印発『国営企業会計工

作規則（試行草案）』的通知」1973 年 12 月）。また、企業は従業員に対し財務および生産
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費にかかわる計画の達成状況を報告すること、企業主管部門および財政部門は企業の提出

した会計報表を審査し、順次集計し上に上げるとともに、年報についてはすみやかにコメ

ントを付して評価を加えなければならない（「批復））としている（同）。 
ちなみに 1978 年に出された工業会計の教科書では、この段階で国営工業企業に適用さ

れる会計報表を以下の 7 種としている。出所では会計報表の用途として、第一に企業構成

員による経営管理、第二に企業主管部門によるモニタリング、第三位に財政部門、銀行に

よるモニタリングを挙げている（p.368）。 

 
 
3．移行経済下の報表制度 
（1）報表制度の回復・修正 

 70 年代末から 80 年代にかけての転換は、まずもって経済秩序の回復であり、文革期

に地方に移管された国営企業の中央企業化や、生産財に対する国家計画委員会や各企業主

管部門による配給規制の強化が行われた。中央企業の数は 1978 年の 1260 から 81 年には

2681 に（《当代中国》叢書編・部,1984,p.160）、「統管物資」（国家計画委員会）、「部管物

資」（主管部門）の数は、それぞれ 1975 年の 52，565 から 81 年には 256，581 へと増大

している（《当代中国》叢書編・部,1985,p.291）。経済バランスの回復が訴えられる状況の

下、79 年 3 月には、陳先・国家統計局局長が全国統計局長会議において、統計部門におい

ても作表のみならず統計分析を行うこと、とりわけ計画の執行状況と経済バランスの状況

をきちんと示すこと、計画部門、統計部門、会計部門のそれぞれの指標をすりあわせ、「標

準化、系列化、通用化」をはかること、さらには報表に頼る方式から多様な手法の採用に

よる統計システムのモデルチェンジを提起している（張,1992,p.148）。また 1980 年 2 月

には、統計部門における重点施策として、国民経済総合バランス統計、とりわけ国民所得

統計の充実が提起され、さらに山西省を指定し、地域産業連関表の作成に取り組むことに

なった（国家統計局「1980 年全国統計工作要点」1980 年 3 月、《当代中国》叢書編・

部,1989,p.270）。また翌年には国民所得統計、投入産出統計のほか、総合財政統計、国富

統計、国際収支統計の取り組みが打ち出された（国家統計局「1981 年全国統計工作要点」
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1981 年 2 月、同）。 
ちなみに 80 年末の段階でチベットを除く省級行政区で統計局が再建され、県級統計機

構の職員は 1 万 6000 人に達したという。 
1981 年 6 月、国家計画委員会、財政部および国家統計局は、国民経済の総合バランス

に資するべく、各級主管部門が集計・作成した予算会計報表を同級の財政部門に送るに際

し、同級の統計部門にも一部送ることで合意し、その旨全国に通知した（「関於向統計部門

抄送年度会計報表的通知」）。これにともなって中央企業の場合も所在地の省級統計部門に

対しても会計報表のコピーを送ることになり、統計系統によるマクロ、セミマクロ・レベ

ルの資金バランス表の作成に道が開かれた。 
続いて 1983 年 4 月、経済改革の進展とともに顕著に増大した予算外資金の実態を把握

すべく、国務院は国家計画委員会、財政部、中国人民銀行、国家統計局による連名の総合

財政信貸計画に関する報告を承認し、国家計画委員会をトップに、予算外資金の調査を踏

まえた総合財政金融計画を 1983 年より策定することとした（張,1992,p.173）。 
1983 年 11 月、国務院は国民所得ならびに工業純生産額（「工業浄産値」）統計を重視し、

業績評価の基準とすることに同意し、これらの作成を省級行政区あてに通達した（国家計

画委員会、国家経済委員会、財政部、国家統計局「関於加強国民収入計画統計工作的報告」）。

また同月、国家計画委員会、国家物資局、国家統計局が非「統配」物資を含む総合物資計

画の策定に合意（張,1992,p.177）。 
 こうした取り組みの結果、各省レベルにおいて「社会産品バランス表」「総合エネルギー

バランス表」「商品資源および購買力バランス表」「主要消費品バランス表」が作成され、

また全国および一部省ベースで「投入産出表」「国富バランス表」「サービス部門財産占有

および収支バランス表」「生産手段資源および使用バランス表」「総合財政バランス表」「人

口バランス表」「都市農村労働力資源およびバランス表」が作成されるようになった（《当

代中国》叢書編・部,1989,p.273）。これらのバランス表は 50 年代末から 60 年代にかけて

一部の項目については作成されたが、文革による混乱、統計制度の解体により長らく作成

できない状況にあった。逆にいえば中国の場合、80 年代半ばにいたるまで、かかる統計的

な裏付けが希薄なままに、各種の経済計画が策定され、一部は指令性指標として各級行政

部門、企業、事業部門におろされてきたことになる。 
 1982 年 8 月、『中国統計年鑑 1981』（国家統計局編、中国統計出版社）が刊行され、以

後 82 年版を除き、毎年定期的に出版されるようになった。86 年版以降は B5 版、98 年版

以降は CD 版もつくようになり、また省級行政区、地方都市、さらには県レベルの統計年

鑑も刊行されるようになり、限られた集計表ではあるが、中国においても広く社会的に統

計が公開・利用される時代となった。 
 1983 年 12 月、全人代常務委員会において「中華人民共和国統計法」が採択された。こ

こでは統計の基本的な任務として「国民経済および社会発展状況について統計調査、統計
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分析をおこない、統計資料を提供し、さらに統計にもとづいて監督」することを挙げ（第

2 条）、「国家機関、社会団体、企業事業組織および個人経営の商工業者、および中国国内

の独資、合弁および合作企業事業組織」は統計資料を偽りなく提供しなければない（第 3
条）、としている。そして統計調査を①「国家統計調査項目」、②「部門統計調査項目」、③

「地方統計調査項目」に区分し、①については国家統計局、もしくは同局が国務院関係部

門と共同で、②は中央・地方の管轄部門が、③は県級以上の地方政府統計部門、もしくは

同部門と関係部門が共同で作成し、それぞれ国務院もしくは対応する地方政府の承認を求

めるとしている（第 8 条）。ここでは合弁・合作企業も統計報表制度の対象となっている

点に留意すべきであろう。 
 80 年代前半には、文革期の地方分権政策の下に分散した産業組織の集約化をはかるべく、

「横向聯合」という形で地域もしくは主管部門を越えた企業集団化が政策的に追求された。

これは 1964 年に採られた「トラスト」政策に続き、分級管理体制下に形成された企業隷

属関係を再編しようとする試みで、その場合にはただちに地方行政―企業間に形成された

実質的な所有関係、具体的には財政的相互依存関係、さらには属地的に形成された報表シ

ステムの再編が問題にならざるをえない。こうした問題に対し、1984 年 5 月に国家計画

委員会と国家統計局は通達を発し（「関於跨地区跨部門経済聯合中工業企業計画統計方法暫

行規定」）、垂直的な提携関係と水辺的な経営統合に分けて計画および統計系統における処

理方を提示している9。 
 1984 年 12 月には陳先・国家計画委員会副主任を組長とし、朱鎔基（国家経済委員会）、

田一農（財政部）、邱晴（中国人民銀行）、張塞（国家統計局）、戴荷生（国家標準局）を副

組長とする「国民経済統一核算領導小組」が、国務院に成立、西側のＳＮＡ体系との接合、

マクロ・ミクロ両面にわたる正確な実態把握、計画・統計・会計・日常業務わたる数字の

統一、情報システム化を目標に、5 年を目途にこれを実現するとした（張,1992,p.189）。 
 また 1986 年には馬洪（国務院発展研究中心顧問）に対する趙紫陽総理の指示という形

で、1987 年の産業連関表を全国および省級行政区で作成する方針が指示がなされ、これを

受けて翌年 3 月には、馬洪を組長とし国家統計局を事務局とする国務院レベルの組織が発

足、87 年表を手始めに 5 年に 1 度、投入産出表を作成する方針が決まった（国務院弁公室

「関於進行全国投入産出調査的通知」1987 年 3 月、張,1992,pp.208,215）。 
 一方、会計報表制度は文革期においても制度の簡素化を伴いつつ存続していた。そして

経済調整・経済改革のもと、経済活性化のための利潤留保制度の拡大、投資資金・流動資

金の有償化、さらに減価償却の制度化といった一連の改革措置が登場したことを受け（国

                                              
9 これとはやや異なるがは、石油化学工業などの多部門にわたる複合生産に従事する企業

の産業分類をどうするかなどの問題も生じている（国家統計局「関於石油化工聯合企業如

何画分工業部門的意見」1979 年 9 月）。本業以外の多くの関連部門、福利厚生部門をかか

える中国企業の場合、産業割の統計把握と実態の乖離はやっかいな問題である。 
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務院「関於按照五個改革管理体制文件組織試点的通知」1979 年 7 月）、財政部は 1980 年 9
月に国営工業企業を対象とする新たに会計勘定・会計報表の制度を制定し、81 年 1 月 1
日を期して施行した（楊,p.81）。資金利用制度改革に伴う流動資産の細分や利潤票におけ

る販売費用の計上、留保利潤計算表の導入、さらに生産費用表の回復などを主たる内容と

する（許,1997,pp.118-119）。 
1982 年には、財政駐廠員の制度が復活した。企業自主権拡大に伴う国家財政、企業財務

の混乱を収拾し、折からの経済調整政策を徹底させることに政策の目的があったと思われ

る。全国約 6000 の中型以上の企業を主たる対象に、中央企業に対しては各主管部門・直

属企業の生産管理・財務会計に通じた人員を駐廠員とし、財政部が任命・直接指導する、

地方企業についてもこれに準じるというものである（国務院「批転財政部関於在国営企業

回復財政駐廠員制度的報告的通知」1982 年 4 月）。 
一方、1983 年 6 月には、独立した会計監査の機構として「中華人民共和国審計署」が

設けられ、「国務院各部および地方各級政府の財政収支、国有の財政金融機構および企業・

事業組織の財政収支に対する監査・監督」（中華人民共和国憲法（1983 年）第９１条）を

担うことになった（国家行政学院,2000,p.135）。 

 
さらに前出の産業組織の集中化をはかる横向き連合（地域間連合）政策（前出）、エネ

ルギー、交通インフラのための特定財源の徴収政策、1983 年以降に行われた国営企業の利

潤上納を納税に改める（「利改税」）改革などを受け、1985 年には国営工業企業会計につい

ての再度の改訂が行われた（財政部「関於修改重印『国営工業企業会計制度―会計科目和

会計報表』的通知」1985 年 1 月、許,pp.120-121）。ここでは計画、財務、統計の各分野に

おける調整がうたわれ、さらに会計報表の送り先として、取引銀行、税務・財政機関、上

級主管部門に各 1 通、その他については財政部門・企業主管部門によって具体的に決める

としている。この段階で示された会計報表体系は表 4 の通り。 
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 1985 年 1 月、「国営企業・事業組織、国家機関、社会団体、軍隊における会計事務」の

根拠となる「中華人民共和国会計法」が全人代常務委員会を通過し、5 月より実施された。

この法律はあくまで「国家の財政制度と財務制度を擁護し、社会主義下の公共財産を保護

し、経済管理を強化し、経済効率を向上させる」ことを目的とし（第 2 条）、直接の対象

は国営セクターであった。 
他方で、1980 年前半より合弁企業が認可され、経営をはじめつつあった。こうした合弁

企業を対象とする会計制度は 83 年以降試行され（財政部「印発『中外合資経営企業会計制

度（試行草案）』的通知」1983 年 3 月）、85 年 3 月には正式に制定されている（財政部「中

華人民共和国中外合資経営企業会計制度」）。またこれを受けて同 4 月には会計勘定および

会計報表が提示された（「中外合資工業企業会計科目和会計報表」）。 

直接投資にもとづく合弁企業の場合、企業目的は当然ながら利潤追求にあるものの、80

年代の中国にあっては、企業活動に対しさまざまな制約が課せられていた。たとえば 1983

年に制定された中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例（国務院より公布、86年 1月、

87 年 12 月に部分改正）では、合弁企業の基本建設計画は企業主管部門（他に規定がない

限り中国側出資者の主管部門。6 条）の基本建設計画に盛り込まれ（54 条）、経営計画につ

いては董事会で作成し、企業主管部門に対しも書類を上げねばならないとしている（56 条）。

また企業の必要とする計画配分物資（生産財）については、企業主管部門の供給計画に盛

り込まれる必要があり、物資企業、商業企業から購入するか、もしくはメーカーから直接

購入することになる（58 条）。 

すなわち合弁企業は企業主管部門および各級計画部門から指令性の生産・経営計画を直

接受けることはないが（56 条）、しかし製品が計画分配物資であるか、物資部門・商業部

門が取り扱う商品である場合には、これらの計画を優先し、それ以外の部分についてのみ、

企業による自主販売が認められることになっていた（64 条）。そして合弁企業は「関係す

る規定にもとづき、生産、配給、販売にかかわる統計票に記入し、企業主管部門、統計部

門およびその他の関係部門に書類を上げなければならない」（68 条）とされ、さらに合弁

の出資者、所在地の税務機関、企業主管部門および同級の財政部門に会計季報および年報

を送付し、また合弁を認可した機構に対しても年報の写しを送らねばならないと規定され

た（89 条）。 

とりわけ外貨の利用に関しては、1983 年 3 月に出された「利用外資統計制度暫行規定」

によって厳しく規制され、84 年には外資系企業の経営実績に踏み込む形で、正式に「利用

外資統計制度」が規定された（《当代中国》叢書編・部,1989,p.425）。この制度については

1986 年 1 月に国務院より制度の徹底を促す通知が出され、さらに 96 年 11 月には対外経

済貿易部・国家統計局の連名で改訂版が出されるなど、制度の徹底・強化が図られている。 

このように合弁企業の場合、生産および経営の意思決定については自主権が基本的に認

められているが、その実、原材料調達や製品販売の面で、各級政府の計画によって規制さ
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れざるを得ず、かつ会計報表、統計報表についても国内の国営企業と同様の義務を負って

いたことになる。 

 すなわち 1985 年に制定された「中華人民共和国中外合資経営企業会計制度」のもと、

合弁企業は本制度および省級財政部門および国務院の主管部門の規定にのっとり、自らの

会計制度を制定できるとしているが（第 4 条）、会計勘定科目や報表制度が遵守すべき雛

形として示されており10、かつこれらの定期報表は合弁企業の出資者、地域の税務機関、

合弁企業主管部門および同級の財政部門に送られ、年報の場合はさらに合弁を認可した機

構に対しても送付されるとしている（第 64 条）。 

 

主として西側企業をパートナーとする合弁企業の場合、会計規則は自ずから西側基準に

準拠したものとならざるを得ず、「中華人民共和国中外合資経営企業会計制度」の場合には

複式簿記をベースに資産負債表を柱とする西側の会計原則が多く導入され、その後の国内

会計制度の改革に大きな影響を与えた。 
 1984 年以降、中国は経済変動を繰り返し、この過程で市場規制の縮小と計画メカニズム

の後退、そして企業自主権のさらなる拡大という形で改革は進展する。かかる改革は企業

会計制度に対しても直接的な影響を及ぼさざるをえず、経営請負制の導入に伴う財務問題

の規定、リース経営の導入に伴う資産保全を目的とした財務処理規定、合弁企業に対する

国営企業の出資、ボーナスや福利厚生、契約雇用制と失業保険制度、リース設備の利用、

                                              
10 商事法務研究会編,1985,『日中合弁事業 合弁企業設立と運営の実務』（社）商事法務

研究会に報表のリストと現物が日本語訳で掲載されている。 
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技術移転、教育費付加金の賦課にかかわる会計処理規定などを相次いで出される

（謝,1997.pp.122-124）。そして法人税制の統一と手形決済の復活を契機に、無形資産処理

方式の明確化などを盛り込む形で、財政部は 1989 年 4 月の段階で「国営工業企業会計制

度」の改訂を行っている（同,pp.124-125）。 
 前後して 1986 年には、折からの中央財政の危機を前に、財政駐廠員のてこ入れがはか

られた。これは中央企業に関する「地方財政部門による管理監督が困難で、中央主管部門

にとっても＜ムチが長すぎて及ばない＞状況」を改めるべく追加された制度で、中央企業

の集中する 18 の省級行政区に 2800 人の定員を新たに設け、財政部の派出組織として「中

央企業財政駐廠員処」を設置し、省級行政区の財政庁によって「代管」するというもので

ある（国務院「批転財政部関於派設中央企業財政駐廠員機構報告的通知」1986 年 8 月）。

人員は各地の財政・税務系統を中心に、関係部門の幹部の中から新たに選抜された。 
一方、1990 年 12 月には 100％外資を対象とする中華人民共和国外資企業法実施細則が

出され、原材料、設備の購入にかかわる規制条項は除かれ、内国企業待遇と書くにとどま

り（第 44 条）、製品の中国国内での販売については認可された範囲内とされた（第 45 条）。

また「中華人民共和国統計法」および「中国利用外資統計制度」にもとづき統計報表を提

出しなければならない（第 49 条）、財政、税務部門に年度の資産負債表および損益表を送

付し、設立を認可した機構および工商行政管理部門に対しても参考として送付しなければ

ならないと規定されるなど（第 65 条）、外資の活動に対する規制は残存することになった。 

 
（2）1993 年改革 

経済改革を契機とする所有制の多様化、脱地域化傾向、さらには既述の合弁企業会計に

おける西側概念の導入にともない、90 年代に入ると会計勘定および会計報表制度の抜本的

な見直しが不可避な状況にあった。とりわけ 90 年代初頭以降、「現代企業制度」と呼ばれ

る国有企業11からの法人化改組や株式化が提起され、1993 年 7 月には「資産＝負債＋資本」

概念にもとづく新たな会計勘定・報表制度が施行されている。 
一方、「統計報表」制度の場合も、80 年代半ば以降、既述のように旧ソ連流のＭＰＳ方

式による国民所得勘定から西側のＳＮＡ方式にのっとった国民経済計算への移行が目指さ

れていた。そして「会計報表」制度の改正を機に、同年末にはこれらに見合う形で新統計

報表制度が導入されている。その場合、統計報表内の「資産負債および所有者権益の指標

群、さらには損益および分配の指標群の指標数値は、すべて新会計報表制度によっている」

など（孫・王・李,1994,p.53）、2 つの報表制度はリンケージを強めている。 
 新会計制度は 92 年末の段階で準備され、翌年下半期より施行された。産業別の表は残

されたものの、産業別・所有制別の敷居を取っ払い、資本金および資本構成を確定するな

                                              
111993 年 3 月に修正された憲法において、従来の国営企業といういい方が国有企業に改め

られている。 
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ど、国際会計基準との接続が念頭に置かれた。記帳制度も伝統的な増減法、収付法から複

式記帳法に転換し、製造費用、期間費用の概念を取り込み、販売・在庫、および費用配分、

当期の損益概念を明確にし、さらに加速度償却、貸倒引き当て金などの費目を設けている

（耿、牟,p.5）。そして企業は所有制の如何にかかわらず、「投資者、債権者、関係

政府部門、企業関係のその他の報表使用者に対し、定期的に財務報告をしなければな

らないと」されている（財政部「企業財務通則」1992 年 11 月）。具体的な報表体系は

以下の通りであり、製品別のコスト計算表や公的資金にかかわる管理会計的な報表が

省略されるなど、従来の報表体系に比べ、より汎用化、一般化が目指されている。 

 
中国において西側の概念にもとづく国民総生産ＧＮＰの数字が公表されたのは、『中国

統計年鑑 1988』以降であり、この段階では 1978 年から 87 年にいたるマクロな数値と産

業別内訳が示されている。ついで同 1993 年版からは国内総生産ＧＤＰを主とする形に改

められる、同年以降、国民経済計算体系への移行が始まっている。 
定期統計報表レベルの改革は、1993 年の新たな国家統計報表制度によって行われた。具

体的には 1993 年の年報から始まり、94 年の月報・季報の順に改められ、かつ県、地区、

省の各段階ごとに国家統計局の定めたデータ処理方法、統一した集計ソフト、統一した基

準にのっとって処理されることになった（国家統計局「関於布置新的国家統計報表制度的

通知」1993 年 8 月）。末端の企業、事業および行政組織におろされる統計報表制度として

は、①農林牧漁業企業統計報表制度、②工業企業統計報表制度、③建築業企業統計報表制

度、④交通運輸業企業統計報表制度、⑤批発零售貿易、餐飲業企業統計報表制度、⑥服務

業企業統計報表制度、⑦行政事業単位統計報表制度、⑧固定資産投資統計報表制度の 8 種

類あり、特定分野別の 7 つの報表制度と、固定資本投資にかかわる共通表で構成された。

このうち工業関係の統計報表制度は、企業基層統計報表２４（年報１５、定期報表９）、こ

れらを集計して得られる総合統計報表２１（年報１６、定期報表５）からなる（孫・王・

李,1994,p.50,）。 
ただし経済改革の結果として、私営・自営の零細かつ分散した経済主体が族生し、これ

らに対して統計報表の記帳を強制することは、現実問題として不可能であった。このため、

1993 年の制度改革においては、これらに対しては定期的なセンサス調査を基礎にサンプル
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調査を実施し、さらに重点調査を加味し、推計するとした（国家統計局「関於統計報表制

度修改情況」1993 年 12 月）。 
 
（3）分税制による時系列的断絶 
 会計・統計報表体系の改革は、企業改革、統計改革のみならず、税財政改革をも視野に

入れたものであった。すなわち財政規模の相対的縮小、とりわけ中央政府財政の逼迫に悩

む中央政府は、抜本的な税財政改革として、従来の産品税、営業税、増値税に代わる新た

な GNP 型付加価値税（増値税）の導入と、国税徴収システムの創設を中心とする税財政

改革を 1993 年秋に打ち出し、94 年より実施に移した。徴税機構を国税系統と地方税系統

に組織的に分離し、税率 17％の増値税とともに奢侈品にかかる物品税（消費税）を国税と

し、前者を分与税としつつ（国 75％、地方 25％）、関税を除くその他の税を地方税とし、

中央政府財政の再建を果たすこと、これらを通じ財政規律の確立を目指すことが、制度改

革の基本的な目標であった（田島,1994）。 
 分税制改革によってただちに問題となったのは、生産額・販売額、したがって製品価格

とと付加価値税の関係である。分税制改革の結果、企業が実際に納入する付加価値税は、

製品単価に 17％を乗じた額（「銷項」）と呼ばれる）ではなく、インボイスに記載されたと

ころの中間投入に課せられる 17％の税（「進項」と呼ばれる）を差し引いた額となった。

分税制以前の中国において商品の流通にかかる税（「銷售税」）は企業の売り上げに含まれ

る内税と理解され、このため銷售税が含まれたものが販売価格・生産価格と歴史的に観念

されてきた。したがって会計報表・統計報表における販売収入（銷售収入）および生産額

（総産値）には歴史的に銷售税（流通税）が含まれてきた（たとえば財政部「企業会計準

則」1992 年 11 月）。従来の概念と連続性を保つのであれば、17％の「銷項」を加えた販

売額・生産額から「進項」を控除した額こそが、会計上・統計上の販売収入・生産額であ

る。他方、国民所得概念からいえば、間接税は政府所得であり、これとの整合性を保つに

は、企業会計上はすべての銷售税を一種の預かり金として処理してしかるべきである。 
 しかしこの段階で中国の財政当局は、増値税（「銷項」）については販売額・生産額には

含めず、その他の間接税については引き続き販売額・生産額に含めるという妥協的な措置

を採った（中華人民共和国増値税暫行条例実施細則第１４、２５条）。分税制以前と以後の

生産規模、費用構成、担税額を不変とすれば、1994 年の新定義による増値税を除いた販売

額・生産額は、93 年に比べ単純計算で最大限約 14．5％減少することになる12。つまり企

業財務でみるかぎり、９３年以前と分税制が導入された９４年以降では会計概念上の変更

がみられ、この段階で販売額・生産額の数字は連続しなくなる13。 

                                              
12 中間投入をゼロとすれば 1－100／117）≒0．145 となり、 
13 たとえば南・本台,1999 では天津市、武漢市などのマイクロデータにもとづき地域ごと

に生産要素の生産弾力性を推計し、分配構造との対比で 1994 年に至る要素分配率の推移
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これに対し統計系統は別の判断をした。すなわち「統計資料の歴史的比較可能性を保証

すべく」、統計概念としての「工業総産値」、「工業銷售産値」、それに「工業総産出」につ

いては、増値税「銷項」を含む価格を適用することにした（国家統計局「関於実行増値税

後有関指標統計処理暫行規定」1994 年 2 月 3 日）。また「工業増加値」（工業付加価値）

についてもこれに合わせ、かつ中間投入の価格は増値税「進項」を含むものを適用するこ

ととした。ただし現場での混乱を回避すべく、「財務資料の収集に便利なように、財務統計

は一律に財務会計報表の規定するマニュアルにのっとって数字を記入し、（企業レベルで

は）調整を加えることはせず」、統計部門が同級の財政部門から増値税にかかわるデータを

提供してもらい、集計表である総合報表の作成時に調整するとした14。これを受け、1994
年の統計年報にもとづいて編集された『中国統計年鑑 1995』では、「利潤・税金総額」に

は増値税が含まれると明記されている（p.390）。 
増値税の扱いとは対照的に、同時に設けられた間接税である消費税や営業税については、

インボイスによる戻し税部分がないことから、既述のように内税として銷售額もしくは営

業額に含まれることになった（中華人民共和国同消費税暫行条例第５、６条、中華人民共

和国営業税暫行条例第４条。いずれも 1993 年 12 月）。統計報表における扱いも同様で、

『中国統計年鑑 1995』以降では独立した項目として「産品銷售税及附加」の数字が示され

るようになっている。 
増値税の取り扱いに関する会計報表と統計報表の不統一は、1995 年末に行われた第 3

回工業センサスの段階で、統計系統においても会計報表における外税概念に移行すること

により、決着をみた。 
すなわち 1995 年の統計年表にもとづいて編集された『中国統計年鑑 1996』では、「工

業総産値については計算のやり方と範囲が変更されたため、前の年の計数とは完全な比較

ができない」（p.413）としている15。また『中国工業経済統計年鑑 1998』では、1995 年

の全国工業センサスにおいて「工業総産値」の内容、計算方法が改められたとして、製品

価値には「銷項税額」を含まない実際の販売平均単価を用いる等の３項目の変更点を明示

                                                                                                                                             
を検討しているが、会計報表によっているのであれば統計的断絶の有無について論じられ

てしかるべきであろう。また中兼和津次,1999 においても 85 年、95 年の工業センサスの

もとづきマクロな分配率（賃金総額／付加価値）および利税比率（[利潤＋税]／資産）の

推移を示しているが（同,p.263）、すぐに述べるように 95 年センサスを機に統計系統にお

いても付加価値税を外税とし、企業財務上は預かり金の扱いになっており、したがって 85
年の数字とは連続しない。 
14具体的には各級の「綜合統計部門」が同級財政等の綜合部門が収集した資料、すなわち

「進項税額」、「已交税金」、「銷項税額」を用い、統計数字の調整を行う（国家統計局「関

於印発実行増値税後有閑指標統計処理暫行規定的通知」1994 年 2 月）。 
15 『中国統計年鑑 1997』では 95 年の数字を新旧基準で 2 通り示し、96 年については新

基準を適用しその旨明記している。『中国統計年鑑 1998』の記述は混乱しているが、時系

列面で問題があることはうかがわれる。 
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している（国家統計局工業交通統計司編,1998,p.330）16。工業センサスの場合には財務部

門の対応するデータが得られず、また得られたとしてもデータの補完に手間がかかること

から、会計制度への妥協となったのであろう。 
分税制の導入を契機とし、企業財務の面では増値税抜きの販売・生産概念に移行したも

のの、統計部門においては９４年をいわば過渡期として、五月雨的、かつあまり明瞭とは

いえない形で統計概念の変更がなされたことになる。 
 
（4）統計法の改正と会計ビッグバン 

1996 年 5 月、「中華人民共和国統計法」が全人代で改正され、従来の「中国国内の独資、

合弁および合作企業事業組織」を明確に統計調査の対象とする条文は、「国家機関、社会団

体、企業事業組織および個人経営の商工業者などの統計調査対象」という形で、外資系企

業をあえて削除する形で修正されている。企業活動の根幹にかかわる詳細な経営情報の提

供を外資系企業には強制できないという現実に加え、ガット・ＷＴＯ交渉にあって、営業

の自由の侵害につながりかねない統計法による強制は、撤廃せざるを得なかったという事

情もあろう。そしてこのことは、本格的な市場経済化、企業改革の趨勢、とりわけ法人企

業化・株式化と私営・自営企業の台頭に代表される所有制の多様化傾向のもと、定期統計

報表を通じた経済統計の把握が困難になりつつあることを端的に示す。 
国有企業概念が希薄になり、また多様な企業活動に対する統計把握が困難になるなか、

1998 年 11 月の段階で国家統計局・国家経済貿易委員会は工業統計制度の改革に乗りだし、

「すべての国有企業、国有株が優勢な企業、および年間販売収入 500 万元以上の非国有工

業」を対象とする月報制度と、大型企業 5000 を対象とする国家統計局に直接数字を上げ

る制度（「直報制度」）を導入した（国務院弁公庁「転発国家統計局国家経貿委関於做好工

業統計制度改革意見的通知」1998 年 12 月）。一定の条件と規模を備えた企業に対しては、

むしろ報表制度を強化し、もってマクロな経済状況の把握に資するための制度改革という

ことができよう。これを受けて『中国統計年鑑』は 1999 年版以降、従来の「郷級以上の

企業」という区分に代わり、「すべての国有および一定規模以上の非国有企業」の区分によ

り、工業企業および工業総生産額の統計を示すようになっている。 
 これに対し会計報表制度の場合には、国際的な連結決算重視、時価評価・キャッシュフ

ロー重視の流れを受け17、１９９８年３月にはキャッシュフロー計算表の作成が打ち出さ

                                              
16 ちなみに『中国統計年鑑 1996』では、企業財務にかかわる統計項目として新たに「本

年中に納めるべき増値税」（「本年応交増値税」）という項目が登場する（国家統計

局,1996,p.413）。また同年以降の『中国統計年鑑』で確認する限り、「利税総額」－「利潤

総額」－「産品銷售税及付加」＝「本年中に納めるべき増値税」という関係が存在する。

また『中国工業経済統計年鑑 1998』の場合には、「利税総額」には「製品の販売にかかわ

る税金および付加、増値税、所得税その他の公租公課」が含まれるとしている（同,p.332）。 
17日本でも周知のように２０００年３月以降、「会計ビッグバン」と呼ばれる会計制度の大
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れている（財政部「企業会計準則―現金流量表」財会字[1998]１０号）。ついで１９９９年

１０月には会計法が国務院で修正され、これを受けて２０００年６月には、企業に情報開

示を義務づけ責任の所在を明らかにすることを目的に、「企業財務会計報告条例」（国務院

令２８７号）が出されている。そして同年１２月２９日には、これらを踏まえた新たな財

務会計制度として財政部「企業会計制度」が正式に公表されている（財会[2000]２５号）18。 
「企業会計制度」は２００１年１月１日より、とりあえず株式有限企業に対して適用さ

れ、非株式有限企業については新制度にもとづく財務諸表の作成が奨励されることになっ

た。これとともに 1998 年に制定され、株式企業に適用されていた「株式有限会社会計制

度ー会計科目および会計諸表」（[股・有限公司会計制度ー会計科目和会計報表]）は廃止さ

れた。新会計制度の適用が当面見送られた非株式制企業の場合には、１９９３年に制定さ

れた企業会計制度が引き続き適用された。 
新たな会計制度が株式有限企業から適用されるのは、結果的に日本と同様であるが、株

式企業にとって、もしくは株式制の導入をもって企業改革の柱としたい政策当局にとって、

国際基準に準拠し企業財務の透明度を保障する財務会計制度の導入は、資金調達やコーポ

レートガバナンスの強化をはかる上で不可欠の前提である。他方でこれを一般企業に対し

て暫時適用しないということは、旧制度下の数字との連続性の確保が難しいという技術上

の理由のほか、導入する企業にとって、詳細な財務諸表の作成は人的・時間的コストが大

きくなるという、普及上の理由があると考えられる。 
 すなわち新会計制度の導入にともない、ただちに問題となるたのは、制度の変更による

統計の断絶と、それを回避するための遡及調整の可能性である。これに関して財政部は、

「＜企業会計制度＞の実施にあたり政策的に連続性を確保する問題についての規定」（「貫

徹実施＜企業会計制度＞有関政策衔接問題的規定」、2001 年 2 月）を発し、評価方法など

について技術的な内容規定を行っている。またこれらを受け、新たな「企業会計制度」に

ついての講習会の開催や、財務諸表の連続性確保にむけた解説書の出版が相次いだ（たと

えば謝志華,2001,『如何銜接和編制報表』中華工商聯合出版社）。時系列的な接続にかかわ

る概念上、技術上の問題はこれらに譲るが、とりあえず株式有限企業を中心に部分的に適

用されるにすぎない新会計制度に対しても、一般の関心が少なからず存在することを端的

に物語る。つまり上場企業の財務諸表をどうみるかは、一般投資家の利害に直接かかわる

                                                                                                                                             
変革が行われている。資本移動の国際化に対応すべく、投資家に対する情報開示を国際会

計基準 International Accounting Standard に準拠し、世界の企業との比較可能なものと

するのが、制度改革の主たる目的ということになる。 
18周知のように日本の企業が公表する財務諸表は、商法および証券取引法による二系列の

開示制度が存在している。とりわけ「会計ビッグバン」の影響は証券取引法による規制に

顕著にあらわれており、同法にのっとって株式公開企業や一定額の有価証券募集を行う企

業の場合には、連結ベースの事業や地域別の収益などのセグメント情報、中間期決算の開

示が義務づけられるようになっている。 
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重大事である。一般の有限企業の場合には、上場予備軍として横並びの適用が奨励されて

いるということになる。 
この新会計制度はＷＴＯ加盟後の 2002 年 1 月 1 日より、内国民待遇ということで外資

系企業にも適用されるに至っている。 
 一方、WTO 加盟を目前にした 2001 年 7 月、中華人民共和国中外合資経営企業法実施条

例が大幅に改正された。国内における市場経済化と規制緩和に伴い、生産・経営にかかわ

る諸々の規制条項は廃止されたものの、外貨にかかわる統計報表（「利用外資統計報表」）

の提出、それに合弁の双方の親会社および地元の税財政部門に対する会計報表の提出義務

については、引き続き残された（58，78 条）19。 
 
4．むすび 
（1）報表制度の変容と管理主体 
 2 つの報表制度は明らかに経済の計画化とともに形成されたものであるが、移行経済期

に入り市場経済化、企業改革の進展とともに変質しつつあるといえる。とりわけ統計局系

統が管理する統計報表の場合には、従来の物動的な経済計画を策定する手段、さらにはミ

クロレベルにおける計画達成情況をチェックし、企業・事業組織のパフォーマンスを考課

する手段としての意味は希薄になり、通常の市場経済下の政府統計の機能に近づきつつあ

るように思われる。かつ経済主体の多元化、多様化、民間化の趨勢のもと、統計報表の維

持自体が困難になり、センサス調査と、これにもとづくサンプル調査に取って代わられつ

つあるといえるかもしれない。営利を追求し激烈な市場競争を展開する企業に対し、何ら

かのインセンティブなくして煩瑣な報表への記入と情報公開を強制することは、おのずか

ら限度があるというべきであろう。その意味で統計報表制度を中心とする中国の統計制度

一般が、曲がり角にある。、 
 これに対し会計報表の場合、そもそも財政部門による国営セクターに対する財務状況の

モニタリングを旨とし、これを通じ利潤上納、予算配分をはかるために存在した。その意

味では公的セクター（「基層会計核算単位」）を対象とするガバナンスの手段であった（表

7 を参照）。したがって改革・開放の時代にあっても、公共セクターについては基本的に制

度が存続し、また公有企業や法人企業の場合には、ガバナンス主体の変化とともに情報公

開の対象も変化し、より市場経済適合的に、また経済開放を踏まえて西側のフォーマット

に限りなく近づく形で会計報表は変容している。そして財政部門の役割は、とりわけ法人

企業に対してはガバナンスの性格を薄め、課税主体として、またその限りで統一フォーマ

ットの作成者としての性格を強めているように思われる。すなわちいかなる企業も、今日

                                              
19 これに先立ち 2001 年 4 月に施行された外資企業法実施細則の場合も、規制は撤廃され

たが、会計報表および外貨にかかわる統計報表の提出義務には変化がなかった（47 条、62
条）。 
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では増値税納入にかかわるインボイスの添付、輸出戻し税の請求、法人税の申告といった

実務を通じ、財務情報の一定程度の開示を余儀なくされており、さらに資金調達の多様化

にともない、市場における信任を得るためにも、統一した、かつ国際ルールにのっとった

情報公開は不可避かつメリットのあるものになりつつあるといえる。 

 
すでにみたように、企業を対象とする会計報表の場合は所有制のいかんを問わず全企業

に対し提出が義務づけられているが、自営業種に対する現状の課税方式に鑑み20、統計報

表と同様に零細・分散した自営業については、必ずしも強制的な制度にはなっていない。

会計報表を徹底させることが政策目標となるのであれば、一種の「法人成り」し、会計報

表を作成することにインセンテヴが生じるような、税法などの工夫が必要になろう。 
つぎに企業主管部門は会計報表の受取手であるとともに、統計部門とともに統計報表の

管理主体でもある。ただし周知のように経済改革と行政改革の結果、主管部門の役割は、

所有主体から一般的な行政管理主体・市場管理主体に限定されつつあり、中央政府各主管

部門の多くは業界団体に再編されている。たとえば冒頭にみた自動車部品産業の場合には、

機械工業部の解体とともに主管部門の機能は、国家経済委員会における市場管理機能と中

国汽車工業協会における業界団体機能に分化している。従来の専業統計報表は業界団体で

                                              
20 末端における徴税活動にみる限り、自営業者（「個体戸」）に対する課税が会計報表にも

とづいているとはいいがたい（田島,2002 を参照）。たとえば増値税の場合、インボスの管

理などが繁雑であることから、簡易課税制度が設けられ、製造業、サービス業の場合は年

間 100 万元、小売り・卸売り業の場合は 180 万元の売り上げを上限に、売り上げの 6％を

増値税としている（「中華人民共和国増値税暫行条例実施細則」第 24 条。1993 年 12 月）。 
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ある後者に移管されている。現状では省級の自動車産業管理部門もしくは業界団体の中国

汽車工業協会のブランチが傘下企業に対し専業統計報表を配布し、両者に帰属しない企業

の場合は同協会より直接配布・回収する形式をとり、かついかなるルートであっても、対

象企業は同協会に対し、記入された報表を 1 セット直接送付する方法がとられている（中

国汽車工業協会「汽車零部件統計年報填報説明」2001 年 10 月）。 
このことは、垂直的な主管部門の系列が形式としても実体としても空洞化しつつあるこ

とを物語る。そもそも各主管部門は末端の行政レベルにまで独立した縦割り組織が形成さ

れていたわけではない。自動車部品産業の場合には、市場の拡大とともに多様な系列の企

業が参入しており、いずれにせよ従来の自動車産業なり自動車部品産業の枠で産業の実態

を把握することは、もはや困難になりつつある。そもそも県や郷鎮レベルの工業企業の場

合、県の工業局や郷鎮の企業管理弁公室といった地域の総合管理部門により、より属地的

なガバナンスが行われてきた。他方で市レベルの国有企業の場合は、行政主管部門が全民

所有権を「授権」し、一種の持ち株会社化するケースが近年増大しており、こうした場合

には属地的な所有主体としての役割が強化される方向にあるといえるかもしれない。 
これに対し計画部門、すなわち計画委員会の系統は、一貫して報表の直接的な受け取り

手ではなく、やや意外であるが統計部門もしくは企業主管部門で集約・集計されたのちの

総合報表を受け取り、計画の策定にあてていた。そして今日、中央政府国家計画委員会は

1999 年 3 月に国家発展計画委員会と名称を改め、指令性計画の主体としての役割を薄め、

ガイドライン的な長期計画を策定し、また一定額以上の投資案件に許認可を与えるといっ

た立場に限定されつつある。地域レベルにおいても同様であるが、計画経済期に担当して

いた資金配分、鉄鋼、セメント、電力、木材といった生産財配分の権限、許認可権限は一

部残しつつ、マクロな発展計画の策定などの役割をかろうじて保持している21。 
かかる現状を踏まえつつ、主管部門もしくは統計部門、会計部門において集計・加工さ

れたデータにもとづいてたてられたところの、そもそもの計画経済期の経済計画とは一体

いかなるものであったのか、節を改めて考えてみたい。 
 
（2）情報・計画・ガバナンス 

中国の計画用語に「計画単列」という言葉がある。たとえば中央政府の国家計画委員会

による国家計画の策定において直接的な対象（主体もしくは窓口）は、中央政府各主管部

門であり、省級政府であるが、このほかに一部の大都市・重要都市や大企業・重要企業も

これらと同列の「計画単列」の待遇を受けるケースがみられる。よく知られているように

1983 年以降、重慶、武漢、大連、青島などの市が、1987 年以降、解放汽車集団（旧第一

汽車工業廠）、東風汽車集団（旧第二汽車工業廠）などの大企業がそうである。これらの場

                                              
21 国家計委政策研究室,1996,および 2001 年 12 月の貴州省貴定県計画局に対する筆者のイ

ンタビューによる。 
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合には、一方において中間的な行政管理組織を飛ばし、国家計画委員会もしくは国務院レ

ベルによる直接的なガバナンスが追求され、他方で計画単列の待遇を得た都市もしくは企

業は、重層的な管理体制が単一化されることにより、相対的な自由度を拡大したと考えら

れる22。同様なことは地方計画についても存在しており、地方の計画委員会は同級の各企

業主管部門、傘下の各地方政府に対し計画権限を行使するとともに、計画単列の企業に対

してはこれらの部門・地方政府と同様に、直接的に計画管理を実施した。 
計画単列の概念は、計画経済の成立とともに存在したと思われるが、80 年代の場合には、

企業もしくは地方における自主権拡大を前提に、投資の許認可や若干の補助金、さらには

鉄鋼や石炭などの一部生産財に対する規制が残存する状況のもとに生じている。すなわち

残存する計画当局の規制を前提に、多重なエージェンシー関係を計画単列という形で簡略

化し、情報の非対称性を緩和することにより、企業もしくは地方の自由度をさらに拡大し

ようという試みにほかならない。 
すでにみたように、中国では第１次 5 カ年計画期の末期よりソ連型の中央集権的な計画

体制に対する批判を強め、時期による違いはあるものの、1957 年以降はほぼ一貫して地方

分権を追求してきた。かつこうした分権化傾向は、財政制度にみるかぎり 1950 年代初頭

における「分級管理」制度の導入とともに始まっている。中央政府財政部が 2000 以上の

県級行政区、数万の国営企業を含め、一元的かつ集権的に地方の財政収支を管理する（「統

収統支」と呼ばれる）などということはしょせん無理であって、平時に分権的な税財政シ

ステムに移行することは、そもそも不可避であろう23。ちなみに分税制改革によって、国

税および国税徴税システムが形成されるのが 1994 年であり、ここにおいて中央政府は、

関税および中央企業よりの利潤・税以外の直接的な歳入基盤を、共和国期においてはじめ

て確保することになった。逆に言えばそこに至るまでの中国財政は、財政調整権限を上級

政府に集中しつつ、財政事務はもっぱら地方が負うところの分権的なシステムであった。 
財政事務を地方に負わすということは、分級管理体制のもと、数にして多数を占める中

小規模の国営企業を各級政府主管部門に割り振り、財務管理・徴税対象の規模を適正化す

ることにほかならない。財務管理・徴税事務のみならず、さらに周到な情報の入手が必要

な、企業に対する直接的なコーポレートガバンスについても同様である。1957 年以降、さ

らに文革期以降取り組まれた国営企業管轄権の下級政府への移行は、企業情報の入手とそ

れを処理する能力、さらには傘下国営企業に対するモニタリング能力の限界から説明可能

                                              
22 解放汽車集団に吸収された吉林省の旧地方企業に対する筆者のインタビュー（1993 年 8
月）によれば、従来の場合、定額以上の固定資産投資に関する許認可は市主管部門→市計

画部門→省計画部門→国家計画委員会という段階を追って申請しなければなかったが、吸

収合併以後は解放汽車集団より国家計画委員会に対し直接申請可能になったという。 
23 いわゆる「統収統支」の中央集権的な財政システムは、戦後の混乱期である 49－52 年、

文革による混乱期である 1968 年に例外的に採られたにすぎない（田島,2000）。 
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であり、いうなれば管理対象の数と空間的広がりの適正規模化ともいえよう24。 
これに対し各級政府の計画当局の場合、すでにみたように企業・事業情報の入手やこれ

らに対する資金・生産財の配分は、あくまで間接的である。つまり計画当局による直接的

なガバナスはそもそも放棄され、主管部門や財政部門を通じて間接的なガバナスを行使す

るにすぎなかった。かつ計画経済期において、企業・事業情報の入手先は、基本的に国営

もしくは公営セクターに限定され、のみらず大躍進、文革期には、計画の基礎となる統計

報表自体の維持が困難となり、マクロなバランス表の作成は大ざっぱな推計にとどまった。

マクロな投資配分や生産財の配分も大まかなもので、かつ計画単列企業を除き、企業レベ

ルに直接降ろされるものではなかった。 
たとえば対米ソ冷戦のさなかの 1970 年に行われた地方分権化の過程では、セメント、

石炭、木材、鋼材、銑鉄、くず鉄、硫酸、苛性ソーダ、自動車、タイヤおよび鋳造製品な

どの不足財に対し、「地区平衡、差額調撥」という形で、地域における自足を前提とする計

画制度が採られた（《当代中国》的叢書編・部編,1994,p.142）。国家計画委員会主体の国家

計画というよりは、地方レベルを主体とし、これを補完するものとして国家計画が存在し

たとも考えられる。 
ソ連・東欧および中国の計画経済システムを比較したエルマンは、ソ連型のタイトな集

権的生産計画に対し中国の経済計画を「緩い」計画と規定し、「もし『計画経済』というも

のが年度別に分解され、中央の手で計算され、実施される、詳細で科学的に基礎づけられ

た、すべてを包括する 5 カ年計画にしたがって作動する経済を意味するのであれば、中国

は計画経済ではないし、またそうであったことはない」としている（Ellman,1979,（日本

語版）,pp.40,46）。したがって「精密な計画化は問題外」であり、せいぜい「不均衡が生

じたときにそれを是正する」程度の役割にとどまったという（同 p.40）。 
 一方、報表制度がきちんと整備されていることは、包括的な経済計画の必要条件である

が、もちろん十分条件ではない。そもそも末端の企業・事業が正確な情報を提供するか否

か、統計当局の収集・集計したデータを計画当局が適切に活用しうるか否か。 
前者に関しては、基層組織をモニタリングしより正確な情報入手すべく、中央政府財政

当局により駐廠員の制度が設けられた歴史を想起すべきであろう。また 83 年には、外部

監査のための「審計署」の組織が、さらに 86 年以降、公認会計士の制度が設けられたこ

とも、正確な数字の記載に少なからぬ問題があることを端的に示す。歴史的にとられた「分

級管理」体制は、エージェント側のモラルハザードを回避するための制度的工夫と考えら

れるが、逆に地方企業と地方政府の間における相互依存関係の形成にほかならない（田

島,1994）。粉飾決算の発生は、発達した市場経済においてもしばしば観察される事態であ

る。ましてコーポレートガバナンスが未成熟な中国にあって、さまざまな意味で問題が存

                                              
24 文革期の地方分権化には、これに加えて準戦時下のリスク分散という戦略的な目的があ

った。 
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在していることになろう。 
つぎに統計利用の問題である。中国においてバランス表の作成は 50 年代末に始まるが、

財務バランスを含めより本格的な体系となるのは 80 年代以降である。よりダイナミック

な産業連関効果を予測する上で不可欠な投入産出表が導入されるのも同様である。しかし

時はすでに移行経済期にあり、計画はガイドラインたらざるをえない。統計制度が国家計

画のもとに直接的な情報管理の手段として重要性を有した時代は過ぎたといわざるをえな

い。 
この点、93、94 年段階で生じた増値税の扱いをめぐる会計報表と統計報表の乖離の問題

は、会計報表に比べた統計報表の重要性の低下を端的に物語っているように思われる。理

論的にも現実的にも行き詰まった統計報表制度は、時系列的な連続性を犠牲にしてでも、

会計報表における改革に追随せざるを得なくなったのである。同様の時系列問題は、1998
年以降、調査対象の工業企業を国有および年間販売額 500 万元以上としたことによっても

生起しているが、企業制度の改革にともない、従来の統計制度の枠組み自体が変質してい

ることを、端的に示すものであろう。 
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